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１．はじめに 

 

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用

した移動の円滑化の促進に関する法律」（以下、交

通バリアフリー法という）の施行に伴い，多くの自

治体で重点整備地区の選定と基本構想の策定につい

ての取り組みがなされている．この基本構想策定に

は当事者参加が求められており，高齢者や障害者が

対象となる旅客施設や道路を実際に利用して点検す

る調査方法（以下、歩行点検調査という）はその一

環として行われることが多い． 

歩行点検調査は駅や歩行空間について高齢者、身

体障害者等が利用者の立場から現状の問題点や課題

を指摘してもらい，改善のポイントやアイデアと言

った提案を出して，事業実施の際の基礎的資料とす

ることを目的としている． 

こうした手法は目新しいものではなく，1981 年

には京都市内で障害者によって都市の物理的移動障

害を調べることが行われており１），交通バリアフ

リー法の施行によって一般的な手法として知られる

ようになった感がある. 

本稿では，今秋，大阪府下の４市５地区で行われ

た歩行点検調査について，その準備段階での留意事

項や調査時の指摘事項を整理する． 

まず，歩行点検調査の実施地区の概要を示し，調 
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査の準備段階や実施段階での留意点を示す．続けて

調査結果である移動阻害要因を障害別箇所別で整理

した．また歩行点検調査の結果に対して，課題とな

るべき事項の幾つかを取りあげ，最後に歩行点検調

査実施の際の技術的な課題もあわせて示す． 

 

２．歩行点検調査での留意事項 

 

本稿で取りあげるのは平成 13 年 10 月～12 月に

行われた歩行点検調査で，対象となった地区はいず

れも大阪府下の都市近郊の住宅地の性格を有し，旅

客施設は乗り換えを要しない中規模程度の駅である． 

調査の対象は駅と周辺の街路であるが，それぞれ

の調査項目は概ね表－1 の通りである．具体には事

前にチェック項目をまとめ，現地で調べるチェック

シート方式と，調査の視点を簡単に説明する程度に

とどめ，参加者の自由な着想に委ねる方法とが使い

分けられていた．  

調査のプログラムは概ね午後の半日をあてるケー

スが多く，①調査の説明(約 30 分)，②現地の踏査

(約１時間程度)，③内容を振り返って議論する，

“振り返り”(約１時間),④講評(約 30 分)と言うパ

表－ 1 歩行点検調査の調査項目 

 対象 調査項目 
駅 駅全体 通行障害の有無 

円滑性や歩きやすさ 
 券売機 切符の買いやすさ／金銭投入口／

点字の有無 
 改札口 通りやすさ 
 トイレ 広さ、出入りのしやすさ 
 階段・ 

ス ロ ー
プ 

手すりの有無／昇降のしやすさ／
床面の状態／踊り場の位置やスペ
ース 

 ホーム 乗換案内／ホーム下への転落の心
配／列車接近の告知 

道路等 歩道・ 
地下通路 

歩きやすさ／歩道の有無／通行障
害／舗装面の状況 

 交差点 切り下げ・信号のわかりやすさ 
 その他 電柱／立て看板／路上駐車／放置

自転車 



ターンで，概ね３時間から４時間程度であった．こ

れは参加者のうち高齢者,障害者の身体的，精神的

負担が考慮されたためである.また調査範囲と参加

人数，踏査時間との関係から，数ルートに分けて調

査しているケースが多い．具体には，踏査に充てる

時間が１時間程度であることから，移動延長を１ｋ

ｍ程度にするのがルート設定の目安のようである． 

調査ルートは，バリアフリー化されていないわけ

で，場所によっては危険な場合もある．実務的には

こうした参加者の安全確保が次の関心事となる．こ

れには参加者を 10 人程度を１班とすることが基本

となる．この 10 人と言うのは参加者相互の親しみ

やすさを作る上で適当なサイズでもあり，安全確保

の点でも相互に目が行き届きやすいと言う利点があ

る．また各班は,隊列の前後に事務局などを安全監

視員として配置，障害者・高齢者にはそれぞれ介護

者を伴うと言う構成となっていた．なお，駅構内で

は確実に目が行き届くようにするため，数グループ

が時間差で調査すると言う工夫もされていた. 

これ以外にも, 車いす体験など健常者が疑似体験

を行うことや，コンベックスや傾斜器を携行して道

路の縦横断勾配などその場で実測して，基準値を体

感してもらう等の工夫もなされていた．また調査地

点から会場までの移動時間を利用して，電車やバス

の車両点検を行うケースも見受けられた. 

 

３．歩行点検調査での指摘事項 

 

歩行点検調査での移動阻害要因を障害別箇所別

に整理した結果を表－２，表－３に示す． 

表―２ 属性別・対象別の意見（旅客施設） 
 移動（水平・垂直） 案内・情報 施設・車両 バス・バス停 

高齢者他 
共通事項 

●ホームと車両の隙間や高低差が危険 
●階段には２段手すりが必要 
●手すりが連続していない 
●階段の真ん中にも手すりが必要 
●エレベーターはシースルーがよい 
●ホームからの転落が危険 
・手すりが冷たい 
・エレベーターの位置が悪い 
・雨の日は滑りやすい 

●運賃表、時刻表の文字が小さ
く見にくい 

●ホームやトイレに非常通報装
置がない 

・音声案内が聞き取りにくい 
・改札口に車両の行き先や出発
時間情報が欲しい 

・主要施設の位置がわかりにく
い 

●和式だけでなく、洋式の
トイレも必要 

●トイレの出入口に段差 
●トイレに荷物置きやチャ
イルドシートが必要 

・券売機の高さにバリエー
ションが必要 

・ホームにベンチが足りな
い 

●歩道とバスとの間があいていると降りにくい 
●ノンステップバスの運行ルート、ダイヤがわ
からない 

●バス停に時計、いす、上屋があると便利 
●時刻表や行き先案内がわかりにくい 
・バスの降車ボタンの位置が異なる 
・アナウンスが聞き取りにくい 
・ノンステップバスの増便と運行路線の増設 
・複数の行き先のバスが停車、目的のバスがわ
からない 

肢体不自
由者(車
いす使用
者) 

●エレベーター利用で手がうまく使用
できない人のためフットボタン必要 

●車いす対応の自動改札が少ない 
・ホームと階段の間が狭い 
・誘導ブロックの凹凸による振動 
・階段の手すりは丸ではなく、逆三角
形が使いやすい 

・右利き用の改札になっている 

●視線が低いため、天井から吊
された案内が見にくい 

●券売機や電話機に寄りつ
けない 

●身障者対応のトイレが必
要 

・待合室に車いすスペース
が必要 

●バスへの乗り降り、車内への固定に時間がか
かる 

・電動車いすはワンステップバスには乗れない 
・ノンステップバスでは電動車いすは１台のみ 
・予約が必要で使いにくい 
・ノンステップバス乗車スロープがくの字に折
れ乗りにくい 

・車内で回転ができない 

視覚 
障害者 

●誘導ブロックが連続していない 
●車両ドアの位置がわかりにくい 
●階段の手すりに点字が必要 
●階段踏面の端部の色による段の識別
（白と黄はわかりにくく、白と黒は
分かりやすい） 

・混雑時、人に押されて怖い 
・誘導ブロックの線状と、点状の使い
分けができていない 

・点字ブロックとホーム端の距離統一 

●エレベーターやエスカレータ
ーの乗り場、各施設への音声
案内が必要 

●点字の運賃表・案内板がない 
●車両の停車、通過の識別困難 
・エレベーターの到着階の音声
案内、ドアチャイムによる開
閉案内 

・エスカレーター使用が認めら
れていない 

・男女トイレの位置（左
右）の統一 

●乗車時に車外に対して音声の行き先案内が聞
き取りにくい 

・バス停に点字案内がない 

聴覚・言
語障害者 

－ 

●ホームに駅員がいなくて不安 
●車両の停車、通過の識別困難 
●事故等の緊急時を表示する電
光掲示板が必要 

・駅の窓口に呼び鈴が必要 
・筆談できるシステムが必要 
・手話の出来る駅員の配置 
・車両の延着案内がアナウンス
のみ 

・公衆ＦＡＸが必要 
・車両の走行位置が分から
ないため、車内に電光掲
示板が必要 

・前だけでなく、乗降口にも停留所の電光案内
があるとよい。 

・バスロケーションシステムが必要 
・バス停が暗い、時刻表がみにくく防犯上も危
険 

内部 
障害者 － － 

・トイレは“障害者用”で
はなく、だれでも使える
ように（健常者に見える
ので入りにくい） 

－ 

知的 
障害者 

・接近車両に近づきたがる。ホームド
アが必要 － － － 

外国人 

－ 

・券売機が複雑 
・駅員の心がけで利用しやすく
なる 

・急行、快速の停車駅が不明 

－ 

・乗り換え、料金体系がわからない 

●：複数の地区で出された意見  ・：特定の地区で出された意見 



表―３ 属性別・対象別の意見（道路） 
 幅員・勾配・障害物 段差・舗装・溝 案内・情報 ソフト面 

高齢者他 
共通事項 

●歩道がない、又は狭くて危険 
●休憩できる広場的なスペース
が必要 

●交差点にたまりが無く、危険 
●自転車の通行が多くて怖い 
●看板、商品、電柱、信号柱、
駐輪・駐車等が歩行上の障害 

●交差点部のたまり、乗入部の
横断勾配が急で、歩きにくい 

●街路樹が通路を狭くしている 
●横断防止柵がないと危険 
・大きな道路の場合、横断歩道
を１回の信号で渡ることが不
可能 

 

●波打ち歩道 
●舗装の端部、桝蓋周辺に段差があり危
険 

●舗装に割れやへこみがあり歩きにくい 
●雨の日は水たまりができる 
●側溝の蓋がないと危険、特に夜が暗く
危険 

●雨の時、マンホール蓋やステンレスの
溝蓋が滑りやすい 

・段差が一定でない(消失階段)ので危険 
・樹木の根がはり、歩道の盛り上がりが
危険 

・横断歩道の白線ががたがた 
・坂道では店舗等の出入口に段差ができ
る 

・グレーチングが不安定 

・音声が早くて聞き取れない 
・階段がないルート情報が必要 
・ピクトグラムにより分かりや
すく 

・信号機が汚れて見にくい 
・信号のない横断歩道は渡るこ
とが難しい 

 

●自転車の走行マナ
ーが悪い 

●歩道が駐輪や看板
で占拠されている 

・電車のドア付近に
人がいると、乗降
しにくい 

・周囲の人の手助け
が必要 

・乗務員、施設スタ
ッフの福祉教育が
不十分 

・小中学生への福祉
教育の充実 

肢体不自
由者 
(車いす
使用者) 

●切り下げ部の勾配が急で、信
号待ちで止まれない 

●乗り入れ部や横断勾配が急な
ところでは、車道側に向かっ
て傾き、流されやすい 

●車止めが通行の邪魔 
・植裁マスの石積みの角や車止
めが目の高さで恐い 

・スロープの勾配が急 
・車いすの転回スペースがない 

●段差をなくして欲しい 
●タイルの目地で振動が大きい 
●側溝の蓋の隙間やグレーチングに車い
すの前輪がはまる 

・縁石の段差 1.5㎝で車いすが通行困難 
・縁石の段差 5cm で電動車いすも通行困
難 

・古い設計基準の歩車道境界は段差が大
きい 

・歩道を通行できず、車道を通行し危険 
・交差点の巻き込み部分で、縁石に直交
させないと車いすがかたむく 

・信号機押しボタンの位置が高
く、押しにくい 

 

・階段、段差の上り
下りやドアの開閉
に手助けが必要 

・ガイドヘルパー等
の充実を図って欲
しい 

 
 

視覚 
障害者 

●誘導ブロック上の自転車や街
路樹等の出っ張りが危険 

・歩道があると頭で地図を描い
て記憶、歩道が無いとできな
い 

 

●舗装の目地やグレーチングに白杖がは
まる 

●歩道がフラット化されると横断歩道の
位置がわからない、段差があった方が
いい 

・誘導ブロック内にマンホールがある 
・マンホール等が視覚障害者にとってサ
インになる 

 

●誘導ブロックが連続していな
い 

●横断歩道を真っ直ぐ歩けない 
●音響式信号が必要 
●文字が小さく見にくい 
●信号機押しボタンの位置がわ
からない、誘導ブロックが必
要 

●スクランブル交差点は位置が
認識できない 

・文字、点字、ピクトグラムの
統一 

・弱視者対策として色がはっき
り分かることが必要 

・歩道切り下げ部に誘導ブロッ
クがあれば認識できる 

●自転車の走行マナ
ーが悪い（白杖を
無視） 

 
 

聴覚・言
語障害者 

●後ろから来る自転車を認識で
きない、抜いてもらえるだけ
の幅員が必要 

－ － 
・手話を覚えて欲し
い 

 
内部 
障害者 

・片側だけでも安心・安全に通
行できる空間がほしい 

・対向の自転車が恐い 
－ － 

・オストメイトが一
般に知られていな
い 

知的 
障害者 － 

・セミフラット型の縁石で遊ぶことがあ
り、車の多いところでは危険 － － 

外国人 
－ － 

・英文での案内が不十分 
・インフォメーションの位置が
わかりにくい 

・ちょっとした一言
が助かる 

 

●：複数の地区で出された意見  ・：特定の地区で出された意見 

今回行われた現地点検調査での指摘事項は，ガイド

ライン２）などで取り上げられてきた項目を追認す

ると同時に，それ以外の項目やガイドラインと矛盾

するような事項もあった.以下にそのいくつかを示

す． 

（ａ）ガイドライン記載項目と調整が必要な項目 

・道路縁石の高さ，点字ブロックは車いす利用者な

どから，通行阻害要因として指摘がある一方で，視

覚障害者には位置情報として使われている指摘もあ

り，これまでの課題を追認する形となった. 

・視覚障害者や聴覚障害者は歩行者，自転車等との

すれ違いを事前に避けるため歩道端を通行する

傾向にある．そのため開渠式の側溝や目の粗い

グレーチング蓋による転落､転倒 ,車輪や白杖が落



ちるなどの意見が多くあった. 

・肘から下全体で押しながら手すりを使用する場合

があり，基準の断面の丸い形状よりも，逆三角

形の角を面取りした形状の方が使いやすいとい

う意見もあった． 

・違法駐輪や自転車の走行マナー，看板・商品・電

柱等による通行阻害についての意見も多く寄せ

られた． 

・車いす利用者は舗装面の荒れや目地による車いす

のがたつきに敏感であり，車道に比べて歩道の

舗装面の荒れがひどいことに不満の声が多くあ

った． 

（ｂ）ガイドラインで記載されていない項目 

・ホームをはじめ，駅構内に駅員が少なくなってき

ていることに不安感をおぼえる声が多かった. 

・エスカレーターの視覚障害者の利用制限の撤廃を

求める意見があり，また視覚障害者からは位置

の統一(例えば ,男女トイレの左右)を求める意見も

あった． 

・エレベーター利用に際して，上肢障害の左手しか

使えない人，両手とも上手く使えない人もいる

ため，扉両側へのボタンの設置やフットボタン

の設置の必要性について指摘があった. 

・駅の券売機などでのインターホンによる問合せ方

法は，聴覚障害者を考慮していない設備との指

摘があった． 

 

４．おわりに 

 

歩行点検調査は，障害者等の当事者が自らの挙

動制限と併せて阻害要因を指摘することから，調査

地区における個々の阻害要因を緻密に調べることが

でき，参加者がそれら要因についての共通認識が得

られるなど，当事者参加の手法としての長所を多く

有しており，交通安全での住民参加手法として注目

されている「ひやりマップ」の作成と通じるものが

ある. 

今回，実施された歩行点検調査でも，事前の事

務局による調査段階で把握していた通行阻害要因以

外にも多くの指摘があり，高齢者や障害者の利用特

性に応じた整備方向の策定が可能となった．また障

害者の行動を事業者が直接に見聞きすることでガイ

ドライン等の指す基準の意図を再認できた． 

しかしながら，縁石の高さに代表されるような

障害の内容による整備方向の差異，知的障害者など

想定していない障害者の行動など法令や各種のガイ

ドラインの限界も明らかとなってきた．また駐輪や

駐車問題など即時即物的な対応でなく，より総合的

な交通計画によって解決されるべき問題も散見され

る． 

いずれにせよ今後，全国規模で行われるであろ

う歩行点検調査が，多様な条件下で多くの被験者に

よって実施されていくものと考えると，そうした当

事者の挙動と阻害要因をデータとして蓄積していく

必要がある． 

なお，以下の点を歩行点検調査を実施する上で

の今後の課題として示しておく. 

・参加者のパーソナリティに左右される側面が強い．  

例えば券売機の点字を評価する場合，視覚障害

者でも点字が読めない人(弱視者など)は，それを評

価することができない．また外出時には介護者を伴

う人は独力で切符を購入する機会がないので,券売

機の評価がしにくい．なお介護者は障害の程度の異

なる人を介護している経験があるので，こうしたパ

ーソナリティに左右されにくい立場にあり，介護者

へのインタビューも今後の調査では有効な手段と考

えられる. 

・一部の区間しか評価できない. 

現地点検調査結果を障害の多様性を反映した基

礎資料とするには，多くの当事者参加が望まれる．

また，本来なら地区全域を調査すべきであろうが人

的にも資金的にも望めないのが現実である.今後の

交通バリアフリー法による重点整備地区の選定作業

の進展などからも，多くのスタッフ，ボランティア

やＮＰＯの育成が急務と考える. 

 

参考文献 

1)京都市社会福祉協議会，京都市民生児童委員連盟

編：京のまちづくりと障害者，法律文化社，1986 

2)公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライ

ン，交通エコロジー・モビリティ財団，2001.8. 

 




